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[講演記録]

第二回高等教育質保証研究会

兼・大学教育実践センタ- I教育実践公開研究会J
「大学評価政策の動向と質保証の取組課題」

前回早苗

The Trend of the University Evaluation Policy and 

the Problem of the Grappling with the Quality Assurance 

Sanae MAEDA 

第二回高等教育質保証研究会

兼・大学教育実践セン安一「教育実践公開研究会J

演題 f大学評価政策の動向と質保証の取組課題J

講師前回早苗氏

(千葉大学普遍教育セン歩一教授、副理事、中央教育審

議会大学分科会専門委員)

日時 2010年6月 25 日 (金) 17:00~18:30 

場所豊中キャンパス

大学教育実践センヲー教育研究棟 1

ステューデントコモンズ2階 セミナ一室 i

皆さま、こんにちは。前回と申します。(以下スライ

ド併用)

今日は、まず、中教審における質保証の検討組織に従っ

て中教審において質保証はどのように審議されているの

かを簡単にJ確認し、次に政策の中で質保証がどのように

考えられているのか、さらに具体的には質保証システム

部会でどのようなことが審議されているのか、そして、

最後に今後の課題について考えたいと思っております。

I 中教審における質保証の検討組織

ご存じのとおり中央教育審議会は、審議会の整理統合

がありまして、それまで大学審議会だったものが大学分

科会として中教審の下部組織として壁かれています。高

等教育に関する審議事項は、実質的には大学分科会で決

まればそれがそのまま中教審の方針になるというしくみ

になっています。その大学分科会の下に、現在はこれだ

け部会、委員会等があります。これらのほとんどが平成

20年8月に閣議決定された「教育振興基本計画J (以下、

基本計部)と、これを受けて出された文部科学大臣によ

る「中長期的な大学教育の在り方に関する諮問」以降に

できた組織です。

担丹デ~

却10525

質保証システム部会

大学規模・大学経営部会

大学行財政部会

大学院部会(4WG)

大学教育の検討に関する作業部会(円NG)

法科大学院特別委員会

認証評髄機闘の認証に関する審査委員会

これらのうち質保証の具体的なあり方と関係が深いの

が質保証システム部会と大学教育の検討に関する作業部

会です。大学教育の検討に関する作業部会の七つのワー

キング・グループの中では、大学グローパル化検討ワー

キング・グループと、国際的な大学評価活動に関する

ワーキング グループは活発に動いているようです。大

学グロ}パル化ワーキング グループは、テーュ 7)レ

ディグリーやダブル・デイグリーを海外の大学と共同で

運営する際の課題について検討しています。重要なワー

キング・グループとしては、学位プログラム検討ワーキ

ング・グループがあるのですが、これも今、活動が止まっ

ているのではないかと思います。なぜ重要かというと、

今は教育組織と教員組織がセットになって教育を行って
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いくという考え方が一般的ですが、大学が唯一学位授与

権を持つ機関であり、その学二七・修士・博士といった学

伎を与える課程中心に教育を考えようというように大き

く考え方が転換する可能性があるからです。

もう一つ、 OECD高等教育における学習成果の評価

(AHELO) に関するワーキング・グループがあります。

OECD71まAHELO (Assessment of Higher Education 

Learning Outcomes) という高等教育版の PISA ともい

われる統一試験によって、学習成果の評価ができるかの

7 イージピリティスタデイに取り組んでいます。日本も

これに参加することを決定しています。これを具体的に

進めていくことを検討しているのがこのワーキング・グ

Jレープです。このように、質保証に関わる会議体がいく

つも設寵されていて重層的に検討が行われています。

E 政策にみる質保証

1 教育振奥基本計画

先ほど申しよげました恭本計聞は2∞8年7月 l 日に出

ました。基本計画は、教育基本法改正の際に策定するこ

とが同法に盛り込まれたものです。この基本計画を、国

から教育に資金を投入する根拠になるように立君主しよう

というのが文字|省の狙いでした。

義語

教育振興基本計画 (2008.7.1) 

基本的方向3 教養と専門性を備えた知性豊かな

人間を養成し、社会の発展を支える

⑤大学の貿の向上保証の推進

20105 ,25 

[主な取組]
。教員組綴、施設設備等に関して大学設霊基準等

の見直しを行うとともに事前評価の的確な運用を進
出る。

φ大学等と評価機関が行う効率的な評価方法の開発
を促すとともに、認証評価等の大学評価を推進する。

ですから、この基本計画を通すまでの関の文科省の資

料はかなり綿禽でした。よく言われている「日本は高等

教育に関しでもう飽和状態ではないかJ、「大学が多すぎ

るのではないかj という見解は事実とは違う。先進諮問

からすれば日本の進学率は決して高くはないし、高等教

育に対する財政的な資源の投入割合が、日本がいかに先

進国に比して少ないか、高等教育機関に入学する学生の

年齢層がいかに 18歳くらいの人たちに限られているか、

ということが明示できる資料を懸命に作ったのです。と

ころが結局、財務省との攻防で、この基本計画の中には

そういった資源配分に結び付けられるような数値が入れ

られなかったということが、文科省では非常に危機的に

とらえられています。

この基本計画は向こう 10年聞を見通したうちの最初

の5年間についての具体的計闘を示しているので、この

5年間で、高等教育についてここで示したことを形にし

て証明していかないと次の5年が見えてこないという危

機感を文部科学省は持っています。

恭本計蘭はどなたでもこれはホームベージでご覧にな

れますが、基本的な方向性が四つ示されています。この

うち高等教育に特化しているのは「基本的方向 3J です。

この中も幾っかに分かれていて、中でも「⑤大学の質の

向上・保証の推進」というところで、設置基準を的篠に

運用して事前評価を確実に実施するということと、大学

評価をさらに推進しなければならないということが書か

れています。

この基本計画は、内容もさることながら、今申し上げ

たようにその位置付けが大事だと言えるわけです。

2 I中長期的な大学の在り方について(諮問)J

基本計画が閣議決定されたすぐ後に、「中長期的な大

学教育の在り方についてj という諮問がありました。そ

こには三つのことが書かれています。

r-lli 
中長期的な大学教育の在り方について

(諮問) (2008.9.11) 

(1 )社会や学生からの多様なニーズに対応する大学
制度及びその教育の在り方について

(2) グロ-1'\ル化の進展の中での大学教育の在り方
について

(3)人口減少織における裁が国の大学の全体像につ
いて

2… 
最初が「社会や学生からの多様なニーズに対応する大

学総度及びその教育の在り方について」です。これは先

ほど申し上げたように「もう大学は要らない」のではな

くて、学生としてもっと多様な人に大学にきてほしい

し、その多様なニーズに対応するように大学も多様であ

るべきだということなのです。

多様化することを前提として、大学のllfをどうやって

担保していけばいいのかということを質保証システム部

会では考えていかなければいけないということになりま

す。
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ちなみに高等教育に関する財政支出が少ないという文

部科学省の主張に対して、率でみると低くても、日本の

GDPが高いので、学生一人一人に行く実際の金額は低

くないというのが財務省の考え方だそうです。

次が、「グローパル化の進展の中での大学教育の在り

方についてJ です。これは、国際的に通用する大学とい

う視点からすると、教育の質がどう担保されているかと

いうことになります。そこで、デュアル・デイグリ}や

ダブル・デイグリーを検討しているワーキング・グルー

プや、国際的な大学評価システムを検討しているワーキ

ング・グループが検討をしています。

3番目が、「人口減少期における我が留の大学の全体

像についてj ということです。大学は多様な人たちが学

べる場所にしなければいけないということから、大学そ

のものも機能別に分化することが必要だと脅かれてい

て、質保証システム部会では、機能別に分化した大学に

合わせて質保証はどうあるべきかという話になっていく

のです。

E 質保証システム部会での審議

1 設鐙基準の改正に至った毒事項

では、笑際に質保証システム部会では何が審議されて

いるのかについてお話したいと思います。

im持 警鐘肇豆て三

0 設設碁準の改正に至った事項

。今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の

在り方について

@教育情報の公表について

初旬開

今まで審議してきた中で、設震基準の法令改正につな

がっていったものが三つあります。一つが、「今後の学

校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

で、平成23年4月 1 日施行の大学設置基準の改正で条文

が入っています。これは、単独で諮問がありました。先

ほどからお話しているのとは少し迷う文脈です。大学生

が卒業しでも就職できないという深刻な状況に対応しな

ければいけないという背景があるようで、審議期間は余

りかけずに法令化まで進みました。

偶人的な感想ですが、大学基準協会に在籍していた当

時、評価を受けるのは主に私立大学だったのですが、こ

れは専門学校かと見まがうばかりの大学が結構ありまし

た。とにかく資格を取らせることに一生懸命で、「この

大学にいたら資格が取れるから私は幸せです」というよ

うな学生がたくさん通っているという大学も少なからず

あります。こうした状況で、なぜキャリア教育 職業教

育が法令に乗ってくるのか少し疑問に思っています。大

阪大学であろうとも、キャリア教育に力を入れていかな

ければいけないということになっています。ただし、具

体的にどこに何を取り入れなければいけないということ

が規制されるのではなく、正課教育、正課外教育を問わ

ず、いろいろなところでキャリア教育、職業教育につい

て力を入れていきましようということになっています。

もう一つ設置基準の改正につながったのが、「教育情

報の公表についてJ です。これについては今までも設霞

基準の第2条に規定されていたのですが、具体的に舎か

れていないので、最低でも何を公表すべきかを具体的に

学校教育法施行規則に書こうということになりました。

教育情報の公表については、質保証システム部会の委

員で、反対する方はどなたもいませんでした。特にマス

コミ関係の委員は、数値情報も含め、積極的に公表すべ

きだというご意見でした。

公表すべき事項の第一は、理念・目的やプログラムご

との目標の公表です。そして、学生数や教員数など、い

わゆる基本データを公表するということなのですが、地

方の小規模私立大学など、定員充足をしていない大学が

在籍学生数を公表しなければいけないというのは辛いと

ころだと思います。しかし、情報公開は質保証にとって

不可欠の要素であるということで呉を唱える方はどなた

もいらっしゃいませんでした。同様に卒業率、退学率、

休学者数なども重要ということで、こうした情報も公表

すべきだということになりました。

公表に関しての議論で気になることがありました。公

表について委員と文部科学省で少し温度差があったので

す。委員は、できるところから公表していくことで、公

表を定着させるというイメージがあったと思いますが、

文部科学省は、公表の程度を測定可能な形にしたかった

ようです。 GP等のプロジェクト裂の公募に申請する条

件として情報の公表の程度を入れたかったということで

す。

法令化は資源配分に結び付く可能性を示しているとい

うひとつの晋uではないかと，思いました。

公表すべき基本的な項自のほとんどは、国立大学に
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とっては問題ないものばかりですが、「授業科 B、授業

の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関することJ、

「学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定にさ当

たっての基準に関すること j などは、授業時間数を確保

するとともに、教員の迎解と協力のもとに、シラハスな

どを通じて学生に対して教育内容・方i去を明示していか

なければいけないと思います。

2 継続審議事項

掴三選 曹璽察室室主三二

0 今後の継続審議事項

1 設置基準等改正関係

。独立大学院(大学院大学)の基準の明確化

。大学の施設・設備に関する基準の明確化

。専門職大学院の「実務家教員」の明確化

。専門機大学院の認証評備の特例措置の見直し

海外の大学とのダブルーディグリー等の連携の盟進に

関する制度的樟討

ー専門職大学院の平成25年産までのダブルカウントの

特制措置の取扱い

ー学位!こ付記する専攻名等の在り方等

2010叫. . 

今後、縦続して審議する事項として、スライドのよう

なものが挙がっています。

まず「設置基準等改正関係J に、「独立大学院(大学

院大学)の基準の明確化j があります。これは、大学院

は学部の上に霞くものだという前提でこれまで設霞基準

等が作られていたので、たとえば、大学院固有の施設を

求めていませんでした。ところが、大学院大学が設置さ

れ、その後の規制緩和で、満足な施設・設備を持たない

大学院大学が申読されるという事例が出てきました。そ

こには、株式会社が大学を設霞できるようになったこと

から、今まで明文化しなくても守られていたことが、規

程に細かく書かれていないと適用しないという事情も

あったそうです。この経験から、設援基準を明確化しよ

うということになりました。

次に、「専門職大学践の f実務家教員』の明確化J に

ついては、今までですと、専門職大学院の認可の僚に、

実務家教員として必要専任教員数を満たせば、その教員

は将来にわたり実務家教員として数えられていたのが、

実務家の実務家たるゆえんは、今現在の情報が教育に活

かせるということであり、ずいぶん前に実務家だった人

をいつまでも実務家としてカウントしてはいけないとい

う方向の検討を始めようというものです。

「専門 l機大学院の認証評価の特例措置の見直し」につ

いては、まず、専門職大学涜の認証評価制度が法科大学

|淀中心に考えられてきたことに問題があります。文科省

としても、これほどいろいろな専門職大学院ができると

予測していなかったようです。法律では専門職大学院

は、その分野の認証評価機関の認証評価を受けなければ

いけないということになっているのですが、多様な専門

職大学院の出現に認証評価機凋の設置が追いつかないの

です。認証評価iに関わる法令には特例があって、該当す

る認証評価機関ができていない分野については、専門職

大学院自身が選んだ評価者ーから外部評価を受ければ、認

誌評価に代えられるとされています。しかし、それでは

向じ認証評価で差がありすぎるということで、特例措置

を廃止することになりました。

今、文科省は一生懸命にすべての専門職大学院が認証

評価を受けられるよう、認証評価機関になる組織を探し

ています。

この専門職大学院i何度にはたくさんの問題があると思

うのですけれども、そのお話をしていると長くなってし

まうので、ひとつだけお話したいと思います。それは学

位についてです。日本の学位制度では、医学部は6年か

けて学士が授与されるのですが、法科大学院は、 2年で

修了できるコースでは、学剖14年プラス 2年の 6年で法

務博士という博士の学位が授与されます。同じ閣の中で

これだけ修了年限が同じ6年でパチエラーもあればドク

ターもあるというのはいかがなものかという議論があり

ます。 j去 15については、 JD というアメリカと同様の名

称の学位を出さなければ国際的に対等な活動ができない

という事情があります。このように、専門職大学説は、

学位と資格の対応を明確化して国際的な通用性を持たせ

ようという目的があるので、国内の既存の制度との関係

がうまく合わない面があるという一例です。

そのほかに、まだどういう方向に行くか分からないけ

れども検討しなければいけないものとして、例えば「海

外の大学とのダブル・デイグリ一等の連携の促進に掬す

る制度的検討j があります。医i際化という視点から、日

本の大学としては海外大学との連携は促進したいという

ことで、中教審のワーキング・グループで検討していま

す。質保証システム部会にその中間報告が上がってきま

したが、ほとんどの委員がその方向性をよしとする中

で、課題を指摘された委員がいらっしゃいました。それ

は、連携する相手の大学の質は誰がどのように保証する

のかがクリアにならないまま進めていいのかという点で

した。私もその点は同感です。

それは、日本にも言えることで、灰河ではありますが、

ある大学が海外の大学とのダブル・デイグリー プログ
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ラムを検討する際に、厳格な成績評価はどの程度できて

いるのかということが問題になって暗礁に乗り上げたと

いうケースがあったそうです。今、ヨーロッパでは、欧

州高等教育閤 (European H刕her Education Area) を

構築するために、教育の資について様々な機関によって

検討がなされていて、国境を越えても同じヨーロッパの

中であれば、国境を越えて学生が自由に行き来できて、

他国でも学位が取れるというようなことを促進していこ

うという動きが盛んになってきているようです。日本の

場合は、どうしても窪l内に目が向いているため、学位に

見合う教育の提供に、今後きちんと対応していかないと

対外的に弱いのかもしれません。

「学位に付記する専攻名等の在り方j については、よ

く取り上げられていることですが、例えば学士レベルで

は、現在、何百という学位の名称があって、そのうちの

7割程度は、その大学でしか使っていないというような

状況があるようです。これも、質保証の点からどう考え

ていくのかが今後の諜題となっています。

0 今後の継続審議事項(続き)

2 機能別分化の促進に係る質保誌の在り方について

⑫ 質保証に係る観点・指標の在り方

@観点・指標を開発していくための推進方策

。上記に官る観点寸鼠票の活用の在り方

3 その他

。「学士課程教育答申JI二掲げられている3つの方針の

実質化由検討。

"畑" " 

次に、「機能別分化の促進に係る質保証の在り方につ

いてj ですが、これも今後の継続審議課題になっていま

す。機能別分化は、 2005年に出された「我が閣の高等

教育の将来像(答申)J で提言されていまして、これが

課題として残ったまま今に至っています。

質保証システム部会では、大学の機能別分化に伴い、

認証評価でも機能別分化した大学に対応して別々の基準

を作って評価するべきではないかという意見も文科省か

ら出されています。評価の経験者からすると、これはと

ても無理なことです。機能別分化は大学が自由におやり

になればよくて、それぞれの機能に基づいて目的を明示

すれば、何も機能別に基準を別々に用意して認証評価iを

やる必要はないと思います。認証評価を機能別に行うと

いうことまでは行かなくても、評価の観点や指標は個別

に設定したいということで、「観点指標を開発してい

くための推進方策J I上記に係る観点・指標の活用の在

り方J という記述があります。

これが一番最近の部会で出された、今後審議すべき事

項ということになっています。

N 質保証の今後の課題

1 質保証の枠組をどのように考えるのか

まず、質保証の枠組をどのように考えるのかというこ

とが重要です。どういうことかといいますと、文科省

は「質保証システムの3 つの'll!索j として、①最低基準

を定める「設建基準J、②最低基準の担保のための「設

置認可審資J、③設詮後の「認証評価J をあげています。

これは中教若手の「中長期的な大学教育の在り方に掬する

第一次報告」に載っています。

a 
h 磁一

質保証の枠組をどのように考えるのか

臨質保証システムの3つの要素

①最低基準を定めるf設置基準J

②最低基準の担保のための「設置認可審査j

③設議後の「認証評価J

(中長期的な大学教育の在り方に関する第 次報告 (09.6.15))

①、②に比して③の位置づけがあいまい
(認証告別Eは1 各大学の特色ある教宵研究の進展に資する
ためになされることが前提であるとは警かれているが ) 

20105.25 " 

実は、認証評価システムが導入されていく段階で、折

しも小泉内閣の強烈な規制改革の方針に沿って設置基

準が大幅に緩和されました。そうした状況の中で事後

チェックの色合いの濃い位置づけで認証評価はスタート

しました。ところが、設置基準が緩和されたことで、先

ほど少しご紹介した例のように、相当に問題のある大学

の申請が出てきました。そればかりではなく、届出市Ijが

拡大したことで、以前なら認可が必嬰だった変更に、文

科省が何も言えないという状況が出てきたのです。例え

ば事rr しい学部を設置する際に、新任教員の割合が少なく

て、専任教員がそのまま移行して、しかも学位名称が変

わらなければ間出で学部ができるといったこともありま

す。認可ではありませんので、その学部が数年で改組し

て迷う学部になってしまう例もあったのです。そのよう

な中で、先ほど申し上げたような株式会社立の大学の申

請には相当問題もあったようで、特区で1年成功したら、

それは特区から全国に広がるというはずでしたが、そう

ならないままでいます。
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やはり設置基準は一定の厳格性を持っていることが大

事だという芦が、設置森にかかわっていた委員の中から

上がったのです。それで、厳格な設援基準はやはり最低

の水準を担保するために必要だということ、そして、そ

れを設置認可審査できちんとチェックしていくというこ

とになっています。しかも、設置認可後のアフターケア

として、改善を条件に認可された大学の改善の履行状況

を調査するための委員会が文科省の中にできまして、完

成年度までは設霞のときに付けられた条件がきちんと履

行されているかどうかを書面もしくは、ひとい場合は実

地に行って確認するということを今やっています。

そして、設置後の「認証評価J ですが、最初は「設置

後の確認、の認証評価」と記されていました。部会では「確

認というのはどういうことですかj とお尋ねしました。

というのは、括弧内に書いであるように、認証評価は、

「各大学の特色ある教育研究の進展に資するためになさ

れることが前提であるj という文章が第一次報告にあり

ます。ただ、学校教育法でこの自己点検・評価と認証評

価が義務として定められたときに、自己点検・評価は、

「その教育研究水準の向上に資するためJ に実施すると

いう B 的が香いであるのです。ところが、認、証評価につ

いてはその目的が全く書かれていないのです。つまり、

認証評価の位置付けがスタートからしてあいまいだった

のです。

「設置後の確認」ではわざわざ総度化した認証評価の

位霞づけがあまりにも貧弱ではないかと思い、「やはり

改善向上の支援という意味の文言を入れたらどうか」と

申し上げたのですけれど、「どうも長くなって収まりが

つかないので、みんな消しました」ということで、「設

震後の認証評価J となりました。

結局、設置後の何のための認証評価なのか分からない

のです。このことは、状況の変化でいかようにも解釈で

きる危うさを含んでいるともいえるのです。

2 質保証の今後の方向

これからは「質保証の枠組」について共通理解を持た

ないといけないと考えています。

I::, .ád 審議譲渡支

質保証の枠組をどのように考えるのか(続)

0 設置基準は厳格化の方向

ム設霞認可後のアフ聖一ケアの強化

ム事後チエツヴ、確認としての認証評価と設霞基準

どの程度、設設基準の遵守を確認するのか

つ各大学の特色ある教育研究の進展に資する

認証評価

2010_6お 噌a‘

恐らく設置基準は、やはりある程度、厳格化に向かう

と思います。私は、設震基準が厳格化されるのがいいと

思っているわけではないのですが、結局、規制緩和され

たときに、大学が易きに流れたという印象を免れないの

ですね。それで、どうしても放格化の方向にある程度行

くだろうと思います。

ただし、文科省の方に伺うと、きちんとやっている大

学を縛りたいと思っていない、そういう大学には思う通

りにやってほしいが、しかし基本のところはきちんと担

保しなければいけないので、結局すべての大学を拘束す

ることになってしまうということなのです。

設置認可後のアフターケアは、当然、設置基準が厳格

化すれば厳しくなっていくだろうと思います。

次に、認証評価ですが、事後チェックや事後の確認、だ

といわれていた認証評悩と設置基準の関係についてみて

みましょう。

設置基準は厳格化するといっても、すべてが数値で測

れるような基準ばかりではありません。質保証システム

部会で、一言申し上げて物談をかもしてしまったことを

ご紹介します。設置基準と認証評価の関係について、あ

る委員が、設置基準を遵守しているのが認証評価の組上

にのる前提であり、設置基準に抵触することがある大学

は認証評価を受ける資格がないとおっしゃったので、私

は、設援基準をたとえ少し下回っているところがあった

としても、ほかにその欠点を補うだけのいい点があれば

いいのではないか、もしくは、確実に上回るということ

が予定されているところはいいのではないかと申しあげ

ました。これは大学1主主体協会の考え方です。

なぜなら、認証評悩は、受ければよい制度で合否を付

けるわけではありません。そういう評価に設置基準をク

リアしていないと受けられないなどという縛りが掛ける

のはおかしいと考えたからです。しかし、この一言で質

保証システム部会がしーんとなりまして、ある私立大学
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の先生が「なんということをおっしゃるのだ、小規模私

立大学の学長として、設置碁i\!，だけは割らない、それだ

けはやらなければいけないと守ってきた。理不尽であ

る」というようなことをおっしゃいました。その場は孤

立していたので、もう何も申し上げませんでした。

要するに、認証評価というのは設震基準を確認するの

がやはり大きな目的になってしまっているのではないか

と危慎しています。設置基準は合否が測れるような基準

ばかりではないわけで、一体どこまで認証評悩で確認す

るのか、質保証が設霞基準の遵守の確認に立脚するとし

たときに、どこまでやれば確認したことになるのか、と

こまでが可能なのかははっきりしていないのです。

そして、各大学の特色ある教育研究の進展に資する評

価を認証評価がやるのだという話はどこに行ってしまっ

たのか、いつの潤に認証評価が設置基準に合っているか

どうかを判断する制度にすり替えられてしまったのか、

これだけ評価機関も大学も大きな負担のなかで評価を

やっているのに、位置付けがはっきりしていないという

ことが問題なのです。

3 内部質保証について

今日ここまで触れてこなかったことで、「内部質保証」

があります。これは何かというと、ヨーロッパでいわれ

ている Internal quality assurance という考え方です。

外部評価ではなく、大学自身が質を保証しようというこ

となのです。

調♂ 警霧繁華るヌー

質保証の枠組をどのように考えるのか(続)

? r内部質保証」の充実とは

つ機能別分化促進に対応する評価とは

つ専門分野~IJ評価は導入されるのか

つ評価結果はどのように活用するのか

っ国際的に通用する質保証とは

2010_li25 " 

これは、文科省の文書でも最近見かけますが、特に大

学基準協会の新しい大学評価Iで内部質保証を重視すると

しています。大学基準協会は、内部質保証という考え方

を取り入れる際にイギリスの評価を参考にしました。イ

ギリスの機関別評価はオーデイツト (Audit) といって、

大学の中で教育の質を担保するシステムができているか

どうかを重視した評価iを行い、各プログラムがどのぐら

いの水準にあるのかは直接評価をしないというもので

す。大学基準協会は今、この内部質保証に重点を置く方

向に評価システムを変吏しているところです。

この考え方は、設置基準でギリギリと縛っていくとい

うのではなくて、大学自身が自分の質を守っていく仕組

み作りを促し、これをうまく機能させるということで

す。考え方はとても良いと思いのですが、ただ、現行の

認証評価機関によって枠組みが決められている自己点

検・評価ですら、なんとかこなしているという状況で、

大学の自主的な質保証への取組を奨励するにはどうした

らよいのかというところはまだ模索状態です。

ただし、大学自らが積極的に質保証に取り組まない

と、海外の大学との共同学位や連携プログラムはなか

なか進めることができなくなるかも知れません。例え

ば「あなたの大学の学f立はどのぐらいカが付いていれば

授与しているかj という聞いに、「我が大学はこういう

ことを学位の水準と考えています」ときちんと説明でき

るということが大事になっていくのではないかと思いま

す。

4 機能別評価と専門分野別評価

文科省は機能別分化促進のためにも分化した機能ごと

に評価するという考え方を持っています。私はその必要

性には疑問があります。

もう一つ、専門分野別評価の導入も考えられていま

す。これは、文科省から日本学術会議が依頼を受けて、

分野別基準、参照基準を作る検討をしています。そろそ

ろ報告書が出ると思いますが、案の段階では、 30ほど

の分野を選んで、 3年間かけて基準を作っていこうとし

ています。ただし学術会談は、これは評価のために使う

基準ではなく、大学に参照してもらうための基準であ

り、評価機関がこれを使って評価をするというようなこ

とは厳に慎んでくださいと、かなり強調しておられま

す。しかし文科省は、専門分野別評価をやりたいから学

術会議に依頼したわけで、専門分野別評価の導入につい

てもどうなるのかは今のところ分かりません。

このことに関連して、先日、総合科学技術会議から、

「科学技術基本政策策定の基本方針(築)J がパブリック

コメント募集文書として公表されました。この文書の

iN 我が国の科学・技術基礎体力の抜本的強化jのほ科

学・技術を担う人財の強化」に、「大学院における教育

と研究の両立は、体系的な教育を行う恭本組織で達成さ

れることが重要である。このため、大学における教育活

動及び研究活動に関する質保証の取組の重視、評価項目
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の笠備、アウトカム評価の実施など評価の実質化を促進

するとともに、比較可能な形で大学の機能別・分野別評

価を促進するための評価基準の整備を行う。さらに、こ

れらの機能別・分野別評価等の結果を、教育研究支援プ

ロジェクトをはじめとする予算の資源配分に一層活用す

るための方策を検討し、推遂するj とあります。この文

章にはアンダーラインが引いてあって、アンダーライン

は後から挿入して、未確定という意味だそうですが、こ

のように、機能別 分野別評価という、文科省が使って

いる表現とぴったり同じ用語がしっかりとここに出てき

ています。

この基本方針は、来年の予算で各省が詰求するときに

活用されるもので、この方針に合うように予算を作って

いくのですが、そこに、まだ案とはいえこのようなこと

が戚り込まれているわけです。社会で、多すぎるのでは

ないかと言われている大学がこれから順調に活動を続け

ていくために機能別に分化し、足りないところは補い合

いながら連携していかなければならないというのは一つ

の考え方ですが、やはりその結果、どうしても資源配分

と評価は切り離せないのではないか、研究に限定してい

るのであれば、まだ分かるのですが、とうして教育活動

までここに入ってくるのか、危倶しています。

大学全体を向上させていくためというよりは、どうし

ても大学の部分ごとに評悩が分割して考えられ、その成

果が資源配分へとつながっていくのではないか、そし

て、大学は総体としての改善向上を考える暇もなく、い

わばプロジェクト裂の資源配分に対応していかざるを得

ないのではないかという気がしています。

私は、機能別分化や専門分野別許制iなどがどのような

意図を持って導入されようとしているのかを危ぶんでい

ます。

5 00際的に通用する質保証とは

これも非常に難しい問題だと思います。なぜかという

と、日本の大学設置基準のような設置認可のための基準

を、認可後の評価にそのまま適用させるという評価シス

テムを持っている国はあまりないのではないかと思うの

です。設置基準の遵守を重視することは、日本ではおお

よそ大学といわれるところはこういうことは必ずやって

いますとアピ}ルする強みにはなるかもしれません。問

題は、設霞基準遵守に傾斜しすぎていなし、かという点で

す。中教審の報告書こは、設置基準に関する記述は多いの

ですが、評価システムはどういうものがいいのだという

記述が薄いと思います。こうあるべきではないかという

7~が見えにくいことも影響しているのだと思います。そ

れでも、たとえば、半期 15 聞の授業の確保、 FDの義

務化、シラハスの充実など、形式的要件の整備だけでは

なく、教育の質に関わる評価をしていかなければならな

いのだと思います。

おわりに

質保証システム部会の末席をけがしていて、部会メン

ノ〈ーに入っている企業人やマスコミの方と大学関係者で

は認識にはかなり援があると感じています。

2丞

おわりに

幽 大学関係者と社会との認識の差
評価の効果の可視化が求められる

例教宵の成果

良質の大学のリスト公表

司研究には馴染みゃすいが教育には困難、しかし不可避

酒 屋際的適用性

高等教書機関数、設置形態(私立の割合が多い)ともに

他に俄がない

司日本独自の質保証システムをどう構築するのか

20108 ,25 " 

それはどういうことかというと、大学関係者ではない

方は教育に関わるいろいろなことについてその効果の可

視化を求められるのです。大学教員だったら「教育の効

果なんて、何十年、いや、一生かかって分かるものであ

る j とおっしゃるのですが、それはなかなか通用しない

のです。企業の方は、企業として求めている能力がつい

ているかどうか、そ，はやはり知りたいとおっしゃいま

す。ですから、評価して可視化が求められることとして

は、教育の成果ということが大きい課題としてこれから

取り組んでいかなければならないと思います。

可視化ということを閲際的な視点で考えてみると、良

質の大学のリストづくりということになるのだと思いま

す。 UNESCOでは一定の質を保証された高等教育機関

のリスト公表が考えられているようですが、先ほど申し

ょげたように日本の認証評価システムは、受ければいい

システムなので、各認証評価i機関が合否のリストをそれ

ぞれで公表していたとしても、国際的なリストにその結

果を載せることは法令上はできないはずです。これから

はリスト化も考えていかなければいけないのかも知れま

せん。

囲内であればあの大学がいい、悪いということは様々

な情報からある程度分かるのですが、海外から見たら、
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果たしてどの大学がいい大学かは意外に分からないのか

も知れません。以前、文平|省の国際的な質保証ワーキン

グ・グループの関係でアメリカに調資に行ったことがあ

ります。その時の呂的は、ひところ問題になったアメリ

カ大学日本校の再燃みたいなことでWTOの関係でアメ

リカ大学臼本校の地位を大学として認めるかどうかを検

討するということでした。そこで、私の役目は、逆に、

日本の大学がアメリカに分校を作ることができるのかど

うかについて調査するというものでした。その特に、ア

メリカで何度も言われたのが、「東大だったら問題ないj

とか「京大なら歓迎する」というものでした。束大しか

名前が出てこないのです。大学の悶際的な通用性という

ことを考えるには、もっとシステムとして日本の大学

だったら、これだけのレベルがありますということが言

えるような質f呆吉正システムを目 f旨さなけれ;まいけないの

ではないかと患います。

これは、日本の大学数と設置者加の特徴が世界のどの

国とも異なるという前提で考えなければなりません。例

えばヨーロッパの国々は、大学数が少なくてしかも実質

的には国立ですから、評価でも合否など付ける必主主が

ありません。そしてアメリカは、民間間体によるアク

レディテーションシステムのもとで、 i臨十告培、どうか認、

定し、認定校のリストを公表しています。認定大学が

30C日以上もあるといわれているのですが、認定されな

い大学も相当にあります。アメリカでは大学としての認

可とは別に、その後のアクレディテーションを受けて認

定されるかどうかが重要なのです。

今の日本のシステムは、その折衷のような中途半端な

システムになっているのですが、高等教育機関の数は

1000 を超えています。そして日本は大学数でも学生数

でも私立が多い。このように日本固有の高等教育の体系

ができている中で、どうやったら日本独自の質保証シス

テムがうまく構築できるのだろうか。これはアメリカや

イギリスのまねをしてもうまくいかないのです。日本流

を考えていかなければいけない。これがやはり今後の大

きな謀題なのではないかと思っております。

雑ばくな話になりましたけれども、以上で私のお話を

終わらせていただきたいと思います。とうもありがとう

ございました(拍手)。




